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ポーランド政治・経済・社会情勢 
（２０２２年３月３日～２０２２年３月９日） 

令和４年（２０２２年）３月１１日 

H E A D L I N E S 

政治 
 

最新の世論調査結果 

ポーランド人によるウクライナ支援に関する世論調査結果 

大統領のウクライナ国境地域訪問 

ウクライナのＥＵ及びＮＡＴＯ加盟に関する世論調査結果 

大統領による国民議会招集要請 

憲法法廷による欧州司法裁判所がポーランドに罰金を科したＥＵ法の根拠規定と憲法との適合性に

関する審理の延期 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談【３日】 

第３回ポーランド・ルーマニア政府間協議の開催 

ラウ外相とアウレスク・ルーマニア外相との会談 

モラヴィエツキ首相とドゥ＝クロー・ベルギー首相との電話会談 

ラウ外相のＮＡＴＯ外相会合出席 

ドゥダ大統領とバイデン米大統領との電話会談 

モラヴィエツキ首相とガヴリリツァ・モルドバ首相との電話会談 

ラウ外相のＥＵ外務理事会出席 

ミエチュニク級フリゲート艦建造のパートナー国決定 

ブリンケン米国務長官及び米連邦議会議員団のポーランド訪問 

モラヴィエツキ首相とストーレ・ノルウェー首相との電話会談 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談【５日】 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談【６日】 

ポーランドへのＭ１Ａ２「エイブラムス」戦車売却承認 

モラヴィエツキ首相とグランディ国連難民高等弁務官との会談 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談【７日】 

ラウ外相とウィルメス・ベルギー外相との会談 

米国への戦闘機の移転に関する外務省声明 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談【８日】 

モラヴィエツキ首相のロンドン訪問 

モラヴィエツキ首相のオスロ訪問 

ラウ外相とフランサ・ブラジル外相との会談 

モラヴィエツキ首相のウィーン訪問 

ラウ外相とビーズリーＷＦＰ事務局長との会談 

ラウ外相とヴィットフェルト・ノルウェー外相との会談 

ドゥダ大統領とグテーレス国連事務総長との電話会談 

米軍防空部隊の追加配備 

 

【
お
願
い
】３
か
月
以
上
滞
在
さ
れ
る
場
合
、「
在
留
届
」を
大
使
館
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
大
規
模
な
事
故
・災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
所
在
確
認
・救
援
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。 

問
合
せ
先:

大
使
館
領
事
部 

電
話
２
２ 

６
９
６ 

５
０
０
５ 

F
ax 

５
０
０
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各
種
証
明
書
、
在
外
投
票
、
旅
券
、
戸
籍
・国
籍
関
係
の
届
出
に
つ
い
て
も
ど
う
ぞ
。 

治安等 
 

ロシア情報機関協力者の拘束事 

サイバー空間上のテロ脅威レベルの引上げ期間の延長を発表 
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経済 
 

ウクライナ避難民救済法案 

ポーランド通貨の下落 

欧州委員会筆頭上級副委員長、移行燃料としての石炭の可能性を認める 

ウクライナ、ポーランドからガス輸入 

ポーランド独禁法当局、小型モジュール炉（ＳＭＲ）建設のための関連会社設立を承認 

ＥＣ、西ヨーロッパ諸国に対しロシア資源からの独立に関するロードマップ策定を要請 

２０２１年、ロシアからの石炭輸入 

 

大使館からのお知らせ 

 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

エチオピア・ボレ空港でのフライト乗り継ぎに関する注意喚起 

孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ 

「たびレジ」への登録のお願い 

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起 

マイナンバーカード取得のお願い 

年金受給者の現況届提出について 

有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢等の引き下げについて 
大使館広報文化センター開館時間 

文化行事・大使館関連行事 

 

在ポーランド日本国大使館 

ul. Szwoleżerów ８、 ００-４６４ Warszawa Tel:+４８ ２２ ６９６ ５０００ 

http://www.pl.emb-japan.go.jp 

 

 

最新の世論調査結果【３日】 

 ３日、世論調査機関ＩＢＲｉＳが実施した最新の世論

調査結果が発表された。首位は与党「法と正義」（Ｐｉ

Ｓ）で、支持率は３７．４％であった。第２位は最大野

党「市民プラットフォーム」（ＰＯ）で支持率は２２．８％、

第３位は「ポーランド２０５０」で支持率は１０．９％と

いう結果が出た。第４位は「新左派」で支持率７．２％、

第５位は「農民党」（ＰＳＬ）で支持率４．９％、第６位

は「同盟」で支持率４．１％となった。なお、１３％が

「わからない」と回答した。 

 

ポーランド人によるウクライナ支援に関する世論調

査結果【４日】 

 ４日付けジェチポスポリタ紙は、世論調査機関ＩＱＳ

が実施したポーランド人によるウクライナ支援に関す

る世論調査結果を発表した。「あなたは、ウクライナ

を助けているか。」という問いに対し、７３％が「はい」、

１３％が「助けるつもりである」、７％が「助けるつもり

はない」、７％が「わからない」と答えた。また、８０％

がロシア製品の購入をボイコットしたいと考えている

という結果が出た。 

 

大統領のウクライナ国境地域訪問【４日】 

 ４日、ドゥダ大統領は、ウクライナと国境を接するポ

ドカルパツキエ県を訪問し、コルチョヴァ検問所を視

察した。同大統領は、国境警備隊員やウクライナか

らの避難民と面談した後、「助けを必要としている

人々は、すべて受け入れる。今後、移住の規模が

ポーランドのキャパシティを超えた場合には、国際的

な支援を要請することになる。誰に対しても、平等に

支援が提供される。我々は、何が起きているかよく

理解しており、（ウクライナからポーランドへ）辿り着

いた人々を心から歓迎する。」と述べた。 

 

ウクライナのＥＵ及びＮＡＴＯ加盟に関する世論調査

結果【７日】 

 ７日付けジェチポスポリタ紙は、世論調査機関ＩＢＲｉ

Ｓが実施したウクライナのＥＵ及びＮＡＴＯ加盟に関

する世論調査結果を発表した。ＥＵ加盟については、

８５．２％が賛成、７．６％が反対であり、ＮＡＴＯ加盟

内    政 
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に関しは、７４．５％が賛成、１３．９％が反対という結

果が出た。マウゴジャタ・ボニコフスカ国際関係セン

ター所長は、ウクライナは欧州の国家であり、自然な

形でＥＵに加盟するべきであると述べた。また、同所

長は、ポーランドでは、ウクライナの欧州志向を認め

るプロセスが長い間続いてきたが、他の欧州諸国で

は、ロシアが引き起こした戦争の結果、急激に加速

したと付言した。 

 

大統領による国民議会招集要請【７日】 

７日、ドゥダ大統領は、ヴィテク下院議長に対し、

上下両院合同会議である国民議会（National 

Assembly）を招集するよう要請した。報道によれば、

国民議会は、３月１１日１６時からストルテンベルグＮ

ＡＴＯ事務総長の参加を得て実施されることになって

おり、ドゥダ大統領の演説やバイデン米大統領のラ

イブ方式による演説も予定されているという。現時点

で国民議会を招集する理由は明らかにされていない

が、ウクライナにおける戦争や３月１２日のポーラン

ドのＮＡＴＯ加盟２３周年によるものではないかと報じ

られている。 

 

憲法法廷による欧州司法裁判所がポーランドに罰金

を科したＥＵ法の根拠規定と憲法との適合性に関す

る審理の延期【８日】 

８日、憲法法廷は、欧州司法裁判所（ＥＣＪ）が暫

定措置の不履行を理由としてポーランドに罰金支払

いを命じた根拠となるＥＵ法の規定とポーランド憲法

との適合性に関する審理を延期した。現時点で、審

理は３月３０日に行われる予定とされている。 

２０２１年９月２０日、ＥＣＪは、ポーランドが同年５

月２１日にＥＣＪによってトゥルフ炭鉱における石炭採

掘の即刻停止するよう命じられた暫定措置に従わな

かったとして、ポーランドに１日あたり５０万ユーロの

罰金を欧州委員会に支払うよう命じた。また、同年１

０月２７日、ＥＣＪは、ポーランドが同年７月１４日にＥ

ＣＪによって最高裁規律部の権限に関する国内法の

規定を即時停止するよう命じられた暫定措置を履行

していないとして、ポーランドに１日あたり１００万

ユーロの罰金を欧州委に支払うよう命じた。これらを

受けて、同年１１月１５日、ジョブロ法務大臣兼検事

総長は、ＥＣＪがポーランドに罰金支払いを命じた根

拠となるＥＵ法の規定は憲法に反しているとして憲法

法廷に付託した。 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との

電話会談【３日】 

 ３日、ドゥダ大統領は、ゼレンスキー・ウクライナ大

統領と電話会談を行った。会談後、同大統領は、以

下のとおりツイートした。 

「アンジェイ、我々ならできる！正義は我らの味方

だ。民間人を殺害したのは彼らだ。我々は祖国を、

家族を、家庭を守る！」 と、ついさっき、強い声でゼ

レンスキー大統領に言われた。ウクライナの英雄的

な防衛者たちは、連帯と支援を必要としているの

だ！ 

 

第３回ポーランド・ルーマニア政府間協議の開催【３

日】 

 ３日、モラヴィエツキ首相は、ワルシャワを訪問した

クツ・ルーマニア首相と第３回政府間協議を開催した。

同協議は、「ポーランド共和国とルーマニア王国との

間の強靱な同盟に関する条約」の署名から１０１年

目を迎えた節目に行われた。同協議の主題は、二国

間関係、安全保障・防衛問題、ＥＵのアジェンダ、地

域政策などであった。両国政府は、防衛産業におけ

る協力に関する協定を締結したほか、戦略的備蓄の

分野での協力強化や外交・学術協力に関する協定

を締結した。 

両首相は、ウクライナにおけるロシア軍の違法な

侵略を非難した。また、両首相は、ウクライナの独立、

主権、領土の一体性に対する完全かつ揺るぎない

支持を表明した。モラヴィエツキ首相は、「ノルド・スト

リーム２とノルド・ストリーム１にはガスだけが流れる

わけではない。このパイプラインには罪のない人々

の血も流れている。西側諸国はこのことを認識し、ロ

シアの戦争マシンに資金を提供するのをやめるべき

だ」と強調し、「ルーマニアはポーランドにとって、西

側の良心を目覚めさせる主要なパートナーの１つで

ある。最も広範囲な制裁を要求し、西側諸国の良心

を目覚めさせることは、ポーランドも行っていることで

ある」と述べた。 

 

ラウ外相とアウレスク・ルーマニア外相との会談【３

日】 

 ３日、ラウ外相は、ワルシャワで開催された第３

回ポーランド・ルーマニア政府間協議の一環として、

アウレスク・ルーマニア外相と会談を行った。両外相

は、ロシアの侵略を終わらせ、ユーロ・アトランティッ

ク地域の平和と安全を回復するために、同盟国及び

パートナーと共に取っている措置について議論した。

両外相は、国際社会によって認められた国境におけ

るウクライナの独立、主権、領土の一体性への強い

支持を強調した。同時に、ロシアのウクライナに対す

る侵略を可能な限り最も強い言葉で非難した。両外

相は、政府間協議中に、両国首相出席のもと、ポー

ランドとルーマニアの戦略的パートナーシップに関す

る２０２２年から２０２６年の行動計画及び両国間の

外交・学術協力に関する協定に署名した。 

 

モラヴィエツキ首相とドゥ＝クロー・ベルギー首相と

外交・安全保障 
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の電話会談【４日】 

 ４日、モラヴィエツキ首相は、ドゥ＝クロー・ベル

ギー首相と電話会談を行った。会談の目的は、ロシ

アのウクライナに対する違法な攻撃に対して、連帯し

て対応するための調整であった。両首相は、戦争か

ら逃れてきた人々への人道支援を含む、ウクライナ

への包括的な支援の強化と調整などの問題を提起

した。また、モラヴィエツキ首相は、安全保障と防衛

の問題についても協議した。 

 

ラウ外相のＮＡＴＯ外相会合出席【４日】 

 ４日、ラウ外相は、ブリュッセルで開催されたＮＡＴ

Ｏ外相会合に出席した。同会合には、スウェーデンと

フィンランドの外相、ボレルＥＵ外務・安全保障上級

代表も出席した。また、クレーバ・ウクライナ外相も演

説を行った。同会合は、ロシアのウクライナ侵攻と現

在の欧州の安全保障情勢に終始した。同盟国の外

相らは、ロシアとベラルーシのウクライナに対する残

忍な侵略と、民間人に対する爆撃と砲撃を強く非難

した。また、外相らは、主権国家に対するいわれのな

い侵略行為について、ロシアとベラルーシの双方が

責任を負うべきだと強調した。さらに、外相らは、ＮＡ

ＴＯの領土の効果的な防衛を保証するために、ＮＡＴ

Ｏ東方を大幅に強化する必要性を確認した。ラウ外

相は、ＮＡＴＯは同盟の国境が破られた場合に即座

に対応できるよう、信頼できる援軍能力を備えていな

ければならないと指摘した。 

 

ドゥダ大統領とバイデン米大統領との電話会談【４日】 

 ４日、ドゥダ大統領は、バイデン米大統領とウクライ

ナ情勢について１時間に及ぶ電話会談を行った。

ドゥダ大統領は、バイデン大統領は、我々の態度に

対して感謝すると共に、ＮＡＴＯ条約第５条が機能し

ており、米国は、他のＮＡＴＯ諸国と共にポーランドの

安全を保証しているので、冷静になるべきである、と

非常に強く強調したと述べた。ドゥダ大統領は、私は、

国民の間に多くの不安があることを知っているので、

ポーランドがＮＡＴＯの一員であり、ＮＡＴＯ全体が

ポーランドの後ろにしっかりとついていることを確信

することができると非常に強く強調したい、と述べた。 

  

モラヴィエツキ首相とガヴリリツァ・モルドバ首相との

電話会談【４日】 

 ４日、モラヴィエツキ首相は、ガヴリリツァ・モルドバ

首相と電話会談を行った。会談では、ロシアのウクラ

イナに対する侵略に関連して両国及び国際社会が

とった行動に焦点が当てられた。両首相は、ロシア

による侵略が安全保障、金融、経済など両国の情勢

に与える現在及び潜在的影響について議論した。ま

た、両首相は、両国の国境を越えるウクライナ人へ

の支援の可能性や同分野での協力について議論し

た。さらに、モラヴィエツキ首相は、厳しい財政状況

に関連して、モルドバに直接的かつ返済不要の財政

支援を行うことを提案した。ガヴリリツァ首相は、モル

ドバの行政が円滑に機能し、ロシアの侵略の影響を

緩和する上で、この例外的な連帯の意思表示が重

要であることを強調した。 

  

ラウ外相のＥＵ外務理事会出席【４日】 

 ４日、ラウ外相は、ブリュッセルで開催されたＥＵ外

務理事会に出席した。 同会合には、ウクライナ、米

国、カナダ、英国の外相及びＮＡＴＯ事務総長も出席

した。ラウ外相は、民間人を標的とした大規模な攻

撃がウクライナの状況をますます困難なものにして

いると指摘した。同外相は、欧州の価値と安全のた

めに戦っているウクライナは、これまで以上に西側

諸国を必要としていると強調した。さらに、同外相は、

特にロシアとそれを支援するベラルーシの銀行シス

テムをＳＷＩＦＴから完全に切り離し、ロシアからの主

要なエネルギー資源の輸入を禁止することによって

ロシアを直ちに収入源から切り離すべきだと強調し

た。ラウ外相は、ＥＵはウクライナ人に、より良い未

来への希望を与えなければならないと強調した。 

 

ミエチュニク級フリゲート艦建造のパートナー国決定

【４日】 

 ４日、ブワシュチャク国防大臣は、３隻のミエチュニ

ク級フリゲート艦建造計画において英国が建造パー

トナーになることを発表した。計画では２０３３年まで

にポーランド海軍は３隻のフリゲート艦を引き渡され

る。１番艦は２０２６年に引き渡される予定である。 

 

ブリンケン米国務長官及び米連邦議会議員団の

ポーランド訪問【５日】 

 ５日、モラヴィエツキ首相及びラウ外相は、ポーラ

ンド・ウクライナ国境のジェシュフを訪問したブリンケ

ン米国務長官と会談を行った。モラヴィエツキ首相と

の会談の主な議題は、ウクライナの現状とＮＡＴＯ東

方の強化であった。同首相は、「我々は、制裁に抜

け穴がないようにすることについて話した。これは、

資産凍結をできるだけ広範囲に行うためにＳＷＩＦＴ

から排除されない銀行はないということを意味する」

と述べた。また、同首相は、「ウクライナの状況は、こ

こ数十年で前代未聞のことである。ポーランドは、同

盟国と共に、米国と共に、ＮＡＴＯの加盟国と共に、

東欧とＥＵにおいてさらに強力な安全保障体制を構

築しなければならない」と述べた。 

ラウ外相とブリンケン長官の会談の主な議題は、

対露制裁の強化、東方を含むＮＡＴＯの軍事的強化、

ウクライナへの包括的支援、ウクライナからポーラン

ドへの難民流入に関連した人道支援分野について

であった。また、同外相は、委員長のグレゴリー・ミー

クス下院議員を含む下院外交委員会のメンバーを

中心とした、超党派の代表からなる米連邦議会の代
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表団と会談した。同訪問は、ロシアのウクライナへの

侵略に対する米連邦議会の積極的な対応の一環で

あった。会談では主に、ウクライナへの包括的支援、

特にウクライナ避難民のポーランドへの流入に関連

した人道支援に関する問題について議論された。 

 

モラヴィエツキ首相とストーレ・ノルウェー首相との電

話会談【５日】 

 ５日、モラヴィエツキ首相は、ストーレ・ノルウェー首

相と電話会談を行った。両首相は、ウクライナに対す

る包括的な支援と、戦争行為から身を守る人々への

人道的支援の調整問題について議論した。また、対

露制裁の強化や安全保障・防衛についても議論され

た。エネルギー安全保障は、欧州の供給システムに

おいてノルウェーが果たす要となる役割という観点

から重要な問題であった。 

 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との

電話会談【５日】 

 ５日、ドゥダ大統領は、ゼレンスキー・ウクライナ大

統領と電話会談を行った。会談後、同大統領は、以

下のとおりツイートした。 

ゼレンスキー大統領と話した。ウクライナでは多く

のことが起きており、ロシアは残忍だが、決意と闘志

は、ウクライナを防衛する人々及び彼らの大統領か

ら離れることはないと断言できる。彼らの士気は高く、

勝利への鉄の意志を持っている。彼らは、すべての

支援に感謝し、さらに多くの支援を求めている。 

 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との

電話会談【６日】 

 ６日、ドゥダ大統領は、ゼレンスキー・ウクライナ大

統領と電話会談を行った。会談後、同大統領は、以

下のとおりツイートした。 

 ゼレンスキー大統領は、ロシアの軍隊と戦車は、

絶え間なくキエフの近くに集まってきていると言った。

しかし、ロシア軍には、熱狂も強襲の覚悟も見られな

い。それに対して、首都キエフの防衛者は、戦う準備

ができており、敵を撃退するモチベーションが高い。

あらゆる支援が重要である。 

 

ポーランドへのＭ１Ａ２「エイブラムス」戦車売却承認

【６日】 

 ６日、ブワシュチャク国防大臣は、米国議会が米国

製のＭ１Ａ２「エイブラムス」戦車２５０両をポーランド

に売却することを承認したことを受けて、「これはここ

数年で最も重要な軍備計画である。」と述べた。全般

司令部によると、はじめに２８両のＭ１Ａ２「エイブラ

ムス」戦車が引き渡される。 

 

モラヴィエツキ首相とグランディ国連難民高等弁務

官との会談【７日】 

 ７日、モラヴィエツキ首相は、ワルシャワを訪問した

グランディ国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ）と会談を

行った。同会談の主な議題は、ウクライナ戦争で東

部国境を越えてきた人たちへの支援であった。グラ

ンディ高等弁務官は、ポーランドにいるウクライナ難

民の財政的な支援を含む支援に取り組むことを発表

した。同弁務官は、ウクライナ難民を寛大に支援す

るポーランド社会の姿勢について、感嘆と感謝の念

を持って言及した。また、難民を支援するために、政

府、県地方当局、国境当局が効率的かつ協調的に

働いていることも指摘した。 

 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との

電話会談【７日】 

 ７日、ドゥダ大統領は、ゼレンスキー・ウクライナ大

統領と電話会談を行った。会談後、同大統領は、以

下のとおりツイートした。 

 ＶＶＰ（注：プーチン露大統領）が、家を壊し、民間人

を殺すことで、ウクライナ人の意志と精神を打ち砕く

ことができると考えているならば、それは大きな間違

いである。ゼレンスキー大統領が自分に述べたよう

に、破壊された家や殺された犠牲者の数だけ、防衛

者の抵抗力が増し、勝利への意志が高まるのだ。 

 

ラウ外相とウィルメス・ベルギー外相との会談【８日】 

 ８日、ラウ外相は、ワルシャワを訪問したウィルメ

ス・ベルギー副首相兼外相と会談を行った。両外相

は、特にＮＡＴＯ東方の強化の問題及び対ロシア制

裁の強化も含むロシアのウクライナ侵略に対するＥ

Ｕの共同対応について協議した。また、両外相は、

ウクライナへの人道的支援についても触れ、その拡

大の必要性と同分野におけるポーランドとベルギー

の良好な協力関係を強調した。ウィルメス外相は

ポーランド訪問中、ポーランド・ウクライナ国境のプ

シェミシルとメディカを訪問し、ウクライナからの難民

の状況について視察した。 

 

米国への戦闘機の移転に関する外務省声明【８日】 

 ８日、外務省は、ＭＩＧ－２９戦闘機の米国への移

転に関する声明を発出した。同声明は、ポーランドが

保有するすべてのＭＩＧ－２９戦闘機を直ちに無償で

ラムシュタイン基地（注：独に所在する欧州最大の米

空軍基地）に移動し、米国が自由に使えるようにする

用意があると表明し、同時に、ポーランドは米国に対

し、同等の運用能力を持つ中古航空機の提供を要

請している。ポーランドは、この戦闘機を購入するた

めの条件を直ちに設定する用意があると述べた。ま

た、同声明は、ＭＩＧ－２９を保有する他のＮＡＴＯ諸

国に対して同様の措置をとるよう要請した。 

 

ドゥダ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領との

電話会談【８日】 
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 ８日、ドゥダ大統領は、ゼレンスキー・ウクライナ大

統領と電話会談を行った。会談後、同大統領は、以

下のとおりツイートした。 

 ゼレンスキー大統領によると、ロシアはもはや正面

から攻撃してくる可能性はない。それどころか、村や

町を容赦なく爆撃して民間人を恐怖に陥れている。

ロシアの残虐行為は、ウクライナの防衛者たちの戦

意と決意を強めるだけだ。ウクライナを支援しよう！ 

 

モラヴィエツキ首相のロンドン訪問【９日】 

９日、モラヴィエツキ首相は、ロンドンで開催され

た「Ｖ４＋英国」首脳会合に参加した。同会合の主題

は、ロシアのウクライナに対する侵略とその欧州の

安全保障への影響であった。首脳らは、エネルギー

やサイバー・セキュリティなど、武力紛争が欧州諸国

の安全保障に及ぼす影響について議論した。また、

首脳らは、ウクライナを支援し、国民を援助する方法

についても協議した。同会合後、モラヴィエツキ首相

は、ジョンソン英首相と二国間会談を行った。 

 

モラヴィエツキ首相のオスロ訪問【９日】 

 ９日、モラヴィエツキ首相は、ロンドンを訪問した後、

オスロでストーレ・ノルウェー首相と会談した。両首

脳は、現在のウクライナ情勢と対露制裁について協

議した。同首相は、「ノルウェーとの協力関係は、一

つは安全保障、もう一つはエネルギーの２つの柱に

基づくものである」と述べた。同首相は、「ノルウェー

は、バルト諸国やポーランドと同じようにロシアやフィ

ンランドと国境を接しており、これは我々がＮＡＴＯ東

方で強く結束しなければならない理由である。だから

こそ、ストーレ首相との非常に緊密な協力関係に感

謝する。近々ＮＡＴＯの枠組で軍事演習を行う予定で

ある。また、我々は、ＮＡＴＯ東方を強化することにつ

いても議論したが、これは我々ができるだけ団結し

て強くあることを望んでいるからである」と付言した。 

 

ラウ外相とフランサ・ブラジル外相との会談【９日】 

 ９日、ラウ外相は、ワルシャワを訪問したフランサ・

ブラジル外相と会談を行った。フランサ外相は、ウク

ライナへの人道支援物資の移送とブラジル国民の母

国への避難の調整のためポーランドに滞在していた。

会談の主な議題は、ロシアの武力侵攻によって引き

起こされたウクライナの人道的危機の現状と、戦争

を止めるための外交的解決策を模索する必要性、

ポーランドやブラジルなどの国際社会が実施する支

援活動、及び現状がもたらす世界経済への影響に

ついてであった。フランサ外相は、ブラジル人が戦争

の最中にあるウクライナからポーランドへ容易に入

国できるようにしたポーランド対して謝意を表明した。

また、同会談は、ポーランド・ブラジル間の政治・経

済関係の発展への展望を提起する機会にもなった。 

 

モラヴィエツキ首相のウィーン訪問【９日】 

 ９日、モラヴィエツキ首相は、ウィーンを訪問し、

ネーハマー墺首相と会談を行った。会談の主要な議

題は、ウクライナに対する包括的支援の強化と調整、

エネルギー分野などにおける対露制裁の強化などで

あった。会談後、モラヴィエツキ首相は、ロシアの資

金の出所は主にオリガルヒやロシアが輸出している

石油、ガスなどであると指摘し、対露制裁は現実的

で具体的、かつ効果的であるべきだと訴えていると

述べた。また、同首相は、ノルウェーへのバルト海ガ

スパイプライン建設に関する政府の一貫した行動に

より、６ヵ月後にはポーランドはロシアのガスから完

全に独立することになると強調した。さらに、同首相

は、平和的で民主的なロシアとは協力したいが、ウ

クライナの主権をこのような残酷な方法で破壊するこ

とには同意できない、と付言した。 

 

ラウ外相とビーズリー国連世界食糧計画事務局長と

の会談【９日】 

 ９日、ラウ外相は、ワルシャワを訪問したビーズ

リー国連世界食糧計画（ＷＦＰ）事務局長と会談を

行った。会談の議題は、ロシアの軍事侵攻に関連し

て、ポーランド政府とＷＦＰがウクライナへの人道支

援分野で協力することであった。ポーランドを通じて

ウクライナに提供される食糧及び物資支援の組織と

調整に関する問題や、ウクライナでの戦争勃発が世

界経済やウクライナが重要な生産者である農産物の

供給に与える影響についても議論された。ビーズ

リー事務局長は、ウクライナ戦争が勃発した際、

ポーランドが直ちに行動を起こしたこと、特にポーラ

ンド市民が自発的かつ草の根レベルで大規模な活

動を行い、ポーランド国内のウクライナ難民に対する

包括的な援助を組織したことを称賛した。 

 

ラウ外相とヴィットフェルト・ノルウェー外相との会談

【９日】 

 ９日、ラウ外相は、ワルシャワを訪問したヴィット

フェルト・ノルウェー外相と会談を行った。会談の主

な議題は、ロシアのウクライナに対する侵攻と、欧州

及び世界的な側面における政治、安全保障、軍事、

人道的な次元でのその結果であった。ポーランド訪

問中、ヴィットフェルト外相は、ドロフスクの難民受け

入れセンターを訪問し、難民やボランティアと面会し

た。同外相は、ウクライナの人々への人道的支援を

行うポーランドの努力に謝意を表明した。また、同外

相は、ノルウェーは人道支援で大きな貢献をしてい

ると指摘し、難民に対する特別な支援を提供してい

るポーランドやウクライナと直接国境を接する国々へ

の援助を宣言した。さらに、同外相は、ポーランドが

ウクライナの人々のためにどれほど尽力しているか

に感銘を受けており、援助のための取組を効果的に

支援したいと述べた。  
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ドゥダ大統領とグテーレス国連事務総長との電話会

談【９日】 

 ９日、ドゥダ大統領は、グテーレス国連事務総長と

電話会談を行い、ウクライナの政治的・人道的状況

について議論した。同大統領は、ウクライナにおける

国連の平和イニシアティブを支援する用意があるこ

とを表明した。 

 

米軍防空部隊の追加配備【９日】 

 米軍によると、米国、同盟国軍およびＮＡＴＯの領

域を多くの潜在的な脅威から守るため、新たに防空

ミサイル「パトリオット」２コ中隊がポーランドに２０２２

年末までに配備変換され、２０２３年から２０２４年ま

での間に運用能力を獲得する予定である。 

 

ロシア情報機関協力者の拘束事案【４日】 

 ４日、当地の情報機関を統轄する特務機関調整担

当大臣付のジャリン報道官は、２月２７日未明、ウク

ライナ国境付近に位置するプシェミシルにおいて、ス

パイの疑いがあるとしてロシア出身のスペイン人を

拘束したと発表した。同容疑者は、ロシア軍参謀本

部情報総局（ＧＲＵ）の協力者であり、ジャーナリスト

としての地位を利用しロシアのために活動していたと

される。ポーランド滞在中、ロシア情報機関が利用す

ることによって、ポーランド内外の安全保障や国防に

直接的な悪影響を及ぼす可能性がある情報を入手

したという。 

 

サイバー空間上のテロ脅威レベルの引上げ期間の

延長を発表【４日】 

 ４日、モラヴィエツキ首相は、同日までを期限として

いたサイバー空間上の警戒レベルの引上げ期間を

同１５日まで延長すると発表した。現在、同レベルの

第三段階目である「CHARLIE」がポーランド全土に発

令されている。 

 

ウクライナ避難民救済法案【７日】 

７日、ポーランド政府は、ウクライナ避難民に対す

る国家支援法案を承認。今週中にも議会で可決され、

施行される見通し。モラヴィエツキ首相は、ウクライ

ナ人は最長１８ヶ月間合法的にポーランドに滞在で

き、同期間はさらに１８ヶ月間延長することが可能と

説明。地方自治体には、ウクライナ避難民のための

教育に関する追加措置のための資金が提供され、

ウクライナ人はポーランド人と同等の条件でポーラン

ドの医療制度を享受できることになる。ウクライナ避

難民を支援するポーランド人家族に対して、最長２ヶ

月間、１日あたり４０ズロチ（約８ユーロ）支援する。マ

ロング家族・社会政策大臣はウクライナ人に合法的

な居住権と労働市場へのアクセスを提供するもので

あり、失業率の低いポーランドの労働市場はウクラ

イナ人を吸収できると発言。 

ユーロスタットによれば、１月のポーランド失業率

は２．８％とＥＵ２７カ国中２番目の低さであり、ウクラ

イナ人労働者の流入は長期的にはポーランドの２０

２３年のＧＤＰ成長率を０．２～０．３％押し上げ、イン

フレ抑制に寄与すると期待されている。 

 

ポーランド通貨の下落【８日】 

ポーランド中央銀行による外国為替市場への介

入によっても、ポーランド通貨（ズロチ）の下落を止め

ることができず、７日、歴史上初めてユーロが５ズロ

チを超え、今世紀に入って最も高い下落となった。 

 

欧州委員会筆頭上級副委員長、移行燃料としての

石炭の可能性を認める【４日】 

当地紙によると、ティマーマンス欧州委員会筆頭

上級副委員長（グリーンディール担当）は、ウクライ

ナでの戦争はＥＵの気候政策のすべてを変えると発

言した。ポーランドと他の数カ国は、まず石炭から天

然ガスに移行し、その後再生可能エネルギーに移行

する予定だった。しかし、ロシアのガスは、もはや望

ましい移行燃料ではなくなった。そのため、ポーラン

ドは石炭を長く利用し、その後再生可能エネルギー

に直接移行することも考えられると同氏は認めた。 

ポーランド国営電力会社ＰＧＥ社長は、この発言に

ついて、ポーランドのエネルギー移行に関する立場

を確認するものだと歓迎した。  

ウクライナ、ポーランドからガス輸入【５日】 

５日、ウクライナの国営ガス供給会社は、ポーラン

ドのガスパイプライン運営会社 Gaz-System S.A.との

間で、ポーランドからのガスの輸入容量を保証する

ことに合意したと発表した。これにより、６日からウク

ライナはポーランドからガスを輸入できるようになり、

さらにポーランドのＬＮＧターミナルから液化ガスの輸

入も可能となる。 

治    安    等 

経    済 

経済政策 

マクロ経済動向・統計 

エネルギー・環境 
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同社によると、今後はスロバキア、ハンガリー、

ポーランドの３方向からガスを調達する予定としてい

る。ウクライナは、欧州最大のガス消費国の１つで、

２０１５年にロシアからのガス輸入を停止し、欧州か

ら購入している。 

 

ポーランド独禁法当局、小型モジュール炉（ＳＭＲ）

建設のための関連会社設立を承認【７日】 

ポーランドの独占禁止法当局（ＵＯＫｉＫ）は、国営

石油・ガス会社の PKN Orlen とシントス・グリーン・エ

ナジーがＳＭＲを建設・運営するための会社の設立

を承認した。新会社の名称は Orlen Synthos Green 

Energy となり、それぞれ合弁会社の株式の５０％を

保有する予定。 

２０２１年１２月、両社はポーランドにおける原子力

技術の開発とＳＭＲを建設する合弁会社の設立を目

的とした投資契約に調印した。 

 

ＥＣに対しロシア資源からの独立に関するロードマッ

プ策定を要請【８日】 

モラヴィエツキ首相は、欧州委員会と西ヨーロッパ

諸国に対し「ロシアの石油、天然ガス、石炭からの望

ましい独立」の実現に向けたロードマップを作成する

よう訴えた。同要請は、ノルウェーとの首脳会談の後

に実施され、天然ガス資源が豊富なノルウェーの役

割を強調した。 

なお、ロシア資源からの独立に関するポーランド

の世論調査結果では、回答者の６７．８％がロシアか

らの資源の禁輸に賛成し、５２．７％がエネルギー安

全保障のために高額な料金や税金を支払っても構

わないと回答した。 

 

２０２１年、ロシアからの石炭輸入【８日】 

ユーロスタットによると、２０２１年、ポーランドはロ

シアから８３０万トンの石炭と原料炭を輸入し、３０億

ズロチ以上（約６．３億ユーロ）を支払った。ロシアの

石炭は硫黄分が少ないため、ポーランドの暖房設備

で使用可能で、比較的安価なため、個人世帯主の間

で人気があった。 

ポーランドの炭鉱は増産できないため、理論的に

はカザフスタンやモンゴルからの供給で補うことがで

きるが、ロシアを通過する必要があるため混乱が生

じる可能性がある。輸入先としては、オーストラリア、

アメリカ、モザンビーク、コロンビア、チェコなどがある

が、価格はかなり高くなる可能性がある。 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的と申告した邦人が、経由地であるドイツでシェン

ゲン協定域内への入国審査を受ける際に入国管理当局から（１）最終滞在予定国の有効な滞在許可証、（２）ド

イツ滞在法第４条のカテゴリーＤ査証（ナショナル・ビザ）、又は（３）同Ｄ査証に相当する滞在予定国の長期滞

在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。 

 このため、現地に到着してからの滞在許可証取得を予定し、最初にドイツ入国を予定している場合には、注

意が必要です。 

 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航

する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に

存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。詳しくは下記リンク先を

御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_２.html 

（注）：シェンゲン協定とは、シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合、最初に入域する国に

おいて入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われない

といった協定です。 

○シェンゲン協定域内国（２０２０年６月現在）：２６か国 

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキ

ア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーラン

ド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン 

 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

欧州では、「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）の台頭以降、一般市民等のソフトターゲットを標的としたテ

ロが相次いで発生しており、今後も更なるテロの発生が懸念されます。 

観光客やイベント等を標的とするテロに警戒する必要があることに加え、イベント等の警備のため手薄となっ

た他の都市でのテロの実行も懸念されます。以上を踏まえ、以下のテロ対策をお願いします。 

大使館からのお知らせ 
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１ 外務省が発出する海外安全情報及び現地報道等で最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるととも

に、日頃から注意を怠らないようにする。 

２ 以下の場所がテロの標的となりやすいことを十分認識する。 

観光施設、観光地周辺の道路、記念日・祝祭日等のイベント会場、レストラン、ホテル、ショッピング・モール、

スーパーマーケット、ナイトクラブ、映画館等人が多く集まる施設、教会・モスク等宗教関係施設、公共交通機

関、政府関連施設（特に軍、警察、治安関係施設）等。  

３ 上記２の場所を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場

を離れる、できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。 

４ 現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には、警察官等の指示をよく聞き

冷静に行動するように努める。 

５ 不測の事態の発生を念頭に、訪問先の出入口や非常口、避難の際の経路、隠れられる場所等についてあ

らかじめ入念に確認する。 

詳しくは下記リンク先を御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

テロ・誘拐対策に関しては、以下も併せて参照してください。 

（１）パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策 Q＆A」 

（パンフレットは、https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html に掲載。） 

（２）パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」 

（パンフレットは、http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html に掲載。） 

（３）ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル 

（マニュアルは、http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html に掲載） 

６ テロの類型別留意事項は以下のとおりです。 

【車両突入型テロ】 

●ガードレールや街灯などの遮へい物がない歩道などでは危険が増すことを認識する。 

●歩道を歩く際はできるだけ道路側から離れて歩く。 

【爆弾、銃器を用いたテロ】 

●爆発や銃撃の音を聞いたら、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れる。 

●周囲を確認し、可能であれば、銃撃音等から離れるよう、低い姿勢を保ちつつ速やかに安全なところに退

避する。閉鎖空間の場合、出入口に殺到すると将棋倒しなどの二次的な被害に遭うこともあるため、注意が

必要。 

●爆発は複数回発生する可能性があるため、爆発後に様子を見に行かない。 

【刃物を用いたテロ】 

●犯人との距離を取る。周囲にある物を使って攻撃から身を守る。 

【イベント会場、空港等の屋内でのテロ】 

●不測の事態の発生を念頭に、出入口や非常口、避難の際の経路等についてあらかじめ入念に確認する。 

●会場への出入りに際しては、混雑のピークを外し、人混みを避ける。 

●セキュリティが確保されていない会場の外側や出入口付近は危険であり、こうした場所での人混みや行列

は避けるようにする。空港等では、人の立入りが容易な受付カウンター付近に不必要に近寄ったり長居した

りすることはせず、セキュリティ・ゲートを速やかに通過する。 

●二次被害を防ぐため、周囲がパニック状態になっても冷静に行動するよう努める。 

 

エチオピア・ボレ空港でのフライト乗り継ぎに関する注意喚起 

 現在、エチオピア全土に対して危険情報「レベル４：退避してください。渡航を止めて下さい。（退避勧告）」を

発出しています。また、南アフリカにおいて報告されたオミクロン株の発生を受け、世界各国の水際対策措置

が強化されています。 

 こうした状況を踏まえ、エチオピア・アディスアベボのボレ空港を利用した航空便の乗り継ぎは避けることを強

くお勧めします。また、アフリカ地域への渡航を予定されている方は、利用する航空機の運航状況及び最終目

的地の水際対策を確認するなど、関連情報の収集に努めてください。 

 

孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ 
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 外務省では、２０２１年７月から、日本のＮＰＯ５団体と連携し、在外邦人の皆様がＮＰＯ団体にチャットやＳＮＳ

を通じて直接相談することを支援する取り組みを開始しました。下記リンク先よりＮＰＯ５団体の取組などが紹

介されておりますので、ご関心のある方は是非ご活用下さい。 

（外務省海外安全ＨＰ） https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html 

 

「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を、３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施して

ください。共にオンラインでの提出・登録が可能です。渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事

館からの連絡を受け取ることができます。また、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておく

ようにしてください。 

また、「在留届」をご提出いただいた方におかれましては、ご帰国やお引っ越し、ご提出いただいた記載内容

に変更があった場合には、「変更届」や「帰国・転出届」の提出をお忘れなくお手続き下さい。 

下記リンク先から「在留届」の提出及び「たびレジ」に登録することができます。 

（在留届）  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起 

 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の感染が世界各地で報告されており、感染が報告された国々に

渡航していた方を介して、感染が更に拡大する可能性があります。 

ポーランドでも２０２０年３月４日に国内で初の同ウイルス感染者が認められて以降、感染者が増加し、同３

月２０日には、感染事態が宣言されました。同１０月２４日からポーランド全地域において、全ての公共の場で

マスク等を着用して口及び鼻を覆う義務が生じているほか、公共交通機関では搭乗できる人数が制限され、商

店等ではソーシャル・ディスタンスを取ることとなっています。幼稚園、保育園の活動に制限がありますが、各園

で対応が異なりますので、詳細は幼稚園、保育園に個別に御照会ください。２０２１年２月２７日から、公共の場

で口及び鼻を覆う際は、マスクのみが認められ、スカーフやマフラー、フェイスガード等で口などを覆うことは認

められなくなっています。マスク着用義務を履行しない者に対する取締りが行われる可能性もありますので、ご

注意ください。 

ポーランド入国に際しては、新型コロナワクチンの接種証明の提示や「旅行者位置カード」への提出などが

求められるところ、詳細な情報についてはポーランド外務省や国境警備隊をご確認いただくほか、当館ＨＰにお

いても仮訳を掲載しております。ただし、日本国政府は、ポーランドに対する感染症危険情報レベル３（渡航中

止勧告）を発出しておりますので、ご留意ください。 

最新情報を収集すると共に、手洗いうがいの励行、咳や発熱が認められる人に安易に近づかない等、感染

予防に努めてください。また、同ウイルスの感染拡大に伴い、東洋人に対する風評被害が発生しているとの情

報もあるところ、ポーランド国内で被害に遭われた場合は、発生場所、日時等を含む可能な限り詳細な情報を

当館領事部に提供いただくようお願いいたします。 

外務省は本件に関し、広域情報を発出いたしました。在留届を提出した方及び「たびレジ」へ登録している方

には既にメールが配信されております。最新情報は、下記リンク先で御確認ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

領事部連絡先 

E メール：cons@wr.mofa.go.jp 

電話番号：22-696-5005（受付時間：月～金曜日 9:00～12:30、13:30～17:00） 

 

マイナンバーカード取得のお願い 

 マイナンバーカードは、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤で、多様化・拡大する様々な手続・

サービスを個人が広く利用できるようにするために不可欠な本人確認ツールです。 

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真入り・ＩＣチップ付きのカードで、役所に行かなくても

日本国内のコンビニエンスストアで住民票の写しや課税証明書など各種の証明書を取得できるなど様々な利

点があり、２０２１年から一部の医療機関で健康保険証としても使えるようになっています。 

現時点では、日本国内に住民登録のない海外居住者は、マイナンバーカード及び電子証明書を取得・利用

することはできませんが、令和６年中に海外居住者もマイナンバーカード等の利用・取得・更新ができるように

なる見込みで、現在、在外公館におけるマイナンバーカードの交付等の方法も検討されています。 
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マイナンバーカードの交付手数料は無料です。今後は、市区町村の申請窓口が混み合うことが予想されま

すので、帰国後速やかに取得申請を行って頂くよう、お願い申し上げます。 

 

年金受給者の現況届提出について 

海外に居住している年金受給者は、年金の支給を引き続き受けるために、毎年、現況届に在留証明書等の

生存確認ができる書類を添えて、日本年金機構（以下「機構」という。）へ提出いただく必要があります。しかし、

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の影響によって郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居

住する年金受給者については、提出期限までに現況届を機構に提出することや機構から現況届様式を送付す

ることができなくなっています。 

このため、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する年金受給者（提出期限が令和２年２月

末日以降である者）については、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された３か月後までの間は、

現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取扱いになりました。詳細については、下記リンク先を御確

認いただくか、日本年金機構のねんきんダイヤルにお問い合わせください。 

ねんきんダイヤル： （８１）３－６７００－１１６５ 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html 

 

有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢等の引き下げについて 
成年年齢が２０歳から１８歳に引き下がる民法の改正（平成３０年）に伴い、旅券法の一部改正を行った

ことにより、令和４年４月１日以降、有効期間が１０年の旅券の申請可能な年齢及び、旅券発給申請に当た

り親権者の同意が不要となる年齢が１８歳以上となります。 

 

〔お知らせ〕大使館広報文化センター開館時間 

平日 ９:００ – １２:３０、１３:３０ – １７:００  

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご来館の際には所定の衛生条件に従っていただきます

ようお願い申し上げます。 

 

問合せ先：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： ２２-５８４-７３ ００ 、Eメール：info-

cul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51、 Warszawa） 

 

 

〔開催中〕 展覧会「集団と個の狭間で－１９５０年代から６０年代の日本前衛美術」展【２０２１年１１月２５日

（木）～２０２２年３月１３日（日）】 

ワルシャワ市の国立芸術ギャラリー「ザヘンタ」にて、展覧会「集団と個の狭間で－１９５０年代から６０年代

の日本前衛美術」展が開催されます。戦後日本の前衛美術（アバンギャルド）を紹介する展覧会です。入場は

有料です。 

主催：国立芸術ギャラリー「ザヘンタ」 

開催場所：ワルシャワ市、Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, plac Stanisława Małachowskiego 3 

詳細： https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/awangarda-japonska 

 

〔開催中〕展覧会「隈研吾展 実験・素材・建築」【２０２１年１２月１５日（水）～２０２２年５月３日（火）】 

クラクフ市の日本美術技術博物館Ｍａｎｇｇｈａにて、展覧会「隈研吾展 実験・素材・建築」が開催されます。

隈研吾氏の建築作品等を紹介する展覧会です。入場は有料です。 

開催場所：クラクフ市、Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Marii Konopnickiej 26, Kraków 

詳細：https://manggha.pl/wystawa/kengo-kuma  

 

〔開催中〕 シベリア孤児来日１００周年記念パネル巡回展 【３月１日（火）～４月１日（金）】 

ヴロツワフ市にて、社会福祉法人福田会主催「シベリア孤児来日１００周年記念パネル巡回展」が開催され

ます。日・ポーランド関係において重要な出来事である、日本赤十字及び日本政府によるシベリア孤児救出の

歴史等を紹介する展覧会です。観覧は無料です。 

開催場所：ヴロツワフ市、Muzeum Sztuki Mieszczańskiej w Starym Ratuszu, Sukiennice 14/15, Wrocław 

文化行事・大使館関連行事 
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詳細： https://siberianchildren.pl/panel-exhibition/ 

 

本資料は、ポーランドの政治・社会情勢を中心に、各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので、記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく、 特定の団体・個人の利益を代表するもの

ではありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では、読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため、皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やお勧めのイベント、困ったことなど、皆様に伝えたいと思われる情報があれば、下記のアドレスまで

御連絡ください。（営利目的など、内容によっては対応できかねる場合もありますので御了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は、ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」、「送

付先Ｅメールアドレスを変更したい」、「配信を停止したい」等の依頼につきましては、下記のＥメールアドレスまで

御連絡ください。大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

本資料に関する問い合わせ E メールアドレス（newsmail@wr.mofa.go.jp） 


